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ＩＣＴ施工に関する各種基準等について 

 

◆各種基準等の概要 

  １．新たな基準について（全体像） 

  ２．主な基準の概要 
    ・UAVを用いた公共測量マニュアル（案） 

    ・共通仕様書 

    ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 

    ・建設工事検査技術基準 

    ・空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領 

     （土工編）（案） 

    ・建設工事成績評定について 

    ・ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編） 

  ３．おわりに 
  

 次第 



各種基準等の概要 
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１．新たな基準について（全体像）      資料3-2一覧表 

 ◆ 「ＩＣＴ施工」・・・１６種（１９基準） 

    「ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）」の実施にあわせて、 

    平成28年4月から新たに国で定めた基準。 

 

 ◆ 「情報化施工技術」・・・８基準 

    平成22年度から国が推進してきた技術の基準 

 

 

  

全て、原則国準拠とし、平成２９年４月より適用開始 

 （県で所有する基準がある場合は、県版を改訂） 

※測量・電子納品・３次元データ・出来形管理・監督・検査・評定や、 

 実施に関する要領・マニュアル 
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番号１『ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）』 

    ＵＡＶ（ドローン等の無人航空機）で撮影した空中写真等により、 

   地形測量、写真測量、三次元点群測量を行う際の、標準的な作業方 

   法や、規格、精度等について定めたもの。 
 

   

 

   

 

 

 

    

   

２．主な基準の概要 
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番号５,７『共通仕様書（土木工事施工管理基準及び規格値）（参考資
料）』 

    土工の３次元データによる出来形管理において、ＵＡＶ、レー 

   ザースキャナーを用いて出来形管理を行った場合の「出来形管理 

   基準」について追加。また、出来形合否判定に必要な「出来形合否 

   判定総括表」を追加 

   ※「道路土工」「河川・海岸・砂防土工」の、掘削及び盛土工に 

     面管理の場合を追加したもの。（資料３－２を参照） 

 

 
 

   

 

   

 

 

 

    

   

２．主な基準の概要 
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番号８『空中写真測量（無人航空機）を用いた 

             出来形管理要領（土工編）（案）』 

    ＵＡＶを用いた空中写真測量、いわゆる「ＩＣＴ活用工事」にお 

   ける「３次元起工測量」に関することや、「出来形管理」に関する 

   各種基準（計測方法や規格値、写真管理頻度など）について定めた 

   もの。 

    

 
 

   

 

   

 

 

 

    

   

２．主な基準の概要 
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番号10『山形県建設工事検査技術基準』（参考扱い） 

    ３次元モデルによる出来形管理を行っている場合は、「１工事に 

   つき１断面」の検査を行うことについて追加になります。 

 

 
 

   

 

   

 

 

 

    

   

２．主な基準の概要 

山形県建設工事検査技術基準（改正案） 新旧対照表 
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番号11『空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の 

                   監督・検査要領（土工編）（案）』 

    空中写真測量（ＵＡＶ）を用いた出来形管理を実施した場合の、 

   監督職員及び検査員が行う実施項目について定めたもの。 

 
 

   

 

   

 

 

 

    

   

２．主な基準の概要 
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番号13,14『山形県建設工事成績評定要領、留意事項』 
    ＩＣＴ活用工事における土工のばらつきの判断例の追加、および 

   ＩＣＴ活用工事及び情報化施工技術等に関する工事成績評定の取扱 

   について追加。（資料３－２を参照） 

 

◆「ＩＣＴ活用工事」、「情報化施工技術（一般化技術を除
く）」を実施した場合 

  創意工夫で実施した工事だけでなく、総合評価落札方式
の施工者希望型による発注の工事についても、監督員の創
意工夫〔施工〕において２点加点。 

 

◆ＮＥＴＩＳ登録されている新技術を活用した場合 

  上記の２点と合わせて、監督員の創意工夫〔新技術活
用〕においても評価し、最大５点の加点対象。   

２．主な基準の概要 



10 

番号55『ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）』 

    土工に関する施工管理データを搭載したトータルステーションを 

   用いた出来形管理方法、管理基準及び規格値を定めたもの。 
 

 ※従来の設計成果である線形計算書、平面図、縦横断図から、３次元形
状にデータ化し、基本設計データを作成。そのデータを基に出来形計
測点（道路中心線形又は法線、法肩、法尻等）において計測し、幅、
法長、高さ等を算出するため、これまでの巻尺・レベルによる計測が
不要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

【出来形管理撮影例】  
   

２．主な基準の概要 
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３．おわりに 

  

 ◆ 山形県県土整備部ICT活用工事に関する各種基準等
については、山形県ホームページ（建設企画課）に掲載し
ていますので、ご確認ください。 

  http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180030/i-construction/i-con.html 

 

 

 ◆ 平成29年度に「ＩＣＴ活用工事」を実施した工事等で 

   職員向けの現場研修会を開催する予定です。 


